
２０１０年度札幌市国民健康保険料・介護保険料 2010.6.22

（１） 国民健康保険料計算式

① 国保料は、医療分＋後期支援金分＋介護分（40～64才）の合計額です。

それぞれに計算式が違います。

② 世帯各人の所得から３３万円を引いた額の合計を出します。

③ 医療分の所得割額と均等割・平等割額を計算します。（１０円未満切り捨てます。）

④ 支援金分の所得割額と均等割・平等割額を計算します。（１０円未満切り捨てます。）

⑤ 応益割（均等割と平等割）には、所得により軽減制度があります。（２）（３）参照

⑥ 合計したものが、１年間の国保料となります。限度額は６３万円（＋４万）です

⑦ ４０才～６４才までの人がいれば介護分の計算をします。

A 医療分保険料 （１０円未満切りすて）

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×９．９５％ （＋０．４９％）

②均等割額 加入者数 ×１７，３９０円 （＋８１０円）

③平等割額 １世帯につき２８，３９０円 （＋１，０８０円）

①＋②＋③＝医療分 （限度額５０万円（＋３万））

B 後期医療支援金分保険料 （１０円未満切りすて

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×２．５４％ ）（＋０．１５％）

②均等割額 加入者数×４．４５０円 （＋２４０円）

③平等割額 １世帯につき７．２７０円 （＋３４０円）

①＋②＋③＝支援金分 （限度額１３万円（＋１万））

C 介護分保険料（４０才～６４才）

①所得割額 （各人の所得－３３万の合計額）×２．７７％ （▲０．０５％）

②均等割額 介護保険２号被保険者数×５，０７０円 （▲２１０円）

③平等割額 加入１世帯につき６，２７０円 （▲２９０円）

①＋②＋③＝介護分 （限度額１０万円）

医療分の保険料を０９年と比較してみます。医療分と支援金の合算です。

A + B ＝医療分

①所得割額 料率１２．４９％ ［＋０．６４％］ （前年１１．８５％）

②均等割額 ２１，８４０円 ［＋１，０５０円］ （前年２０，７９０円）

③平等割額 ３５，６６０円 ［＋１，４２０円］ （前年３４，２４０円）

限度額６３万円 ［＋４０，０００円］ 限度額５９万円

（２） 法定軽減医療分・支援金分基準表（表１）

＊ 医療分と支援金分の均等割と平等割額をあわせた保険料の軽減額です。

＊ １９４５年（昭和２０年）年１月１日以前に生まれた人《２００９年（平成２１年）１月１日には６５才》で年金が

ある場合は１５万控除とれます。

単身６５才未満の年金の人は、控除７０万円＋３３万のみで１０３万円

単身６５才以上の年金の人は、控除１２０万円＋３３万＋１５万で１６８万円までが対象です。

（この１５万円控除は、軽減判定だけ使用されます。保険料計算では使いません。）

＊ 自営業者の専従者給与（控除）額は、事業所得の必要経費に含めません。

＊ 障害年金・遺族年金・雇用保険・退職所得などは含みません。

所得 給与 保険料 （前年比） ６５才未満 ６５歳以上

７ １人世帯 ３３万円 ９８万円 17，250円 ［+750］ １０３万円 １６８万円

割 ２人世帯 ２3，800円 ［+1060］
軽 ３人世帯 30．350円 ［+1370］
減 ４人世帯 ３6，900円 ［+1680］
５ １人世帯 － －

割 ２人世帯 ５７．５万 １２２．５万 ３9，670円 ［+1760］ １２７．５万 １９２．５万

軽 ３人世帯 ８２．０万 １４７．０万 50．590円 ［+2290］ １５９．３万 ２１７．０万

減 ４人世帯 １０６．５万 １７７．５万 61．510円 ［+2810］ １９２．０万 ２４１．５万

２ １人世帯 ６８．０万 １３３．０万 ４6．000円 ［+1980］ １４０．６万 ２０３．０万

割 ２人世帯 １０３．０万 １７１．９万 63、470円 ［+2820］ １８７．３万 ２３８．０万

軽 ３人世帯 １３８．０万 ２２３．１万 80．940円 ［+3660］ ２３４．０万 ２７３．０万

減 ４人世帯 １７３．０万 ２７３．１万 ９8．410円 ［+4490］ ２８０．６万 ３０８．０万

＊ 医療分と支援金分の均等割と平等割額をあわせた保険料の軽減額です。

（３） 法定軽減介護分基準表 ２号保険者（表２）

人数 基本保険料 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

１人 １１，３４０円 ３．４００円 － ９．０７０円

２人 １６，４１０円 ４．９２０円 ８．２０0円 １３．１２０円

３人 ２１，４８０円 ６．６４０円 １０，７４０円 １７．１８０円

４人 ２６，５５０円 ７．９６０円 １３．２７０円 ２１，２４０円


